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栃木県環境森林部環境保全課長  

 

   亜鉛含有量の暫定排水基準の見直しについて（通知） 

 本県の環境保全行政の推進につきましては、日頃より御協力いただき厚くお礼申し上げます。 

 さて、標記のことについて、環境省水・大気環境局長から別添のとおり通知がありましたの

で、お知らせします。 

 

【概要】 

・亜鉛含有量について、暫定基準が適用されている電気めっき業の暫定基準適用期限を５年

間延長する。 

業種 
亜鉛含有量の暫定基準値 

現行 令和６年12月 11日以降 

電気めっき業 
４mg/L 

（令和６年12月 10日まで） 

４mg/L 

（令和11年 12月 10日まで） 
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